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〇ふじみ衛生組合廃棄物処理に関する
条例施行規則

（平成25年３月21日規　則　第　１　号）
改正　令和５年３月29日　規則第４号

（趣旨）

第１条　この規則は、ふじみ衛生組合廃棄物処理に関する条例（平成24年ふじみ衛生組合条例第

３号。以下「条例」という。）の施行について必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条　この規則における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第

137号）及び条例の例による。

（一般廃棄物等の処理の基準）

第３条　条例第５条第３項に規定する規則で定める基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律

施行令（昭和46年政令第300号）第３条及び第４条の２の規定による。

（受入基準）

第４条　条例第６条に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

⑴　組織市の区域内において発生した一般廃棄物及び条例第３条第２号に基づき管理者が認め

る廃棄物であって、次のいずれにも該当しないものであること。

ア　有毒性の物

イ　危険性のある物

ウ　引火性及び爆発性のある物

エ　著しく悪臭を発する物

オ　容積又は重量の著しく大きい物

カ　液状の物

キ　し尿

ク　特別管理一般廃棄物に指定されている物

ケ　可燃物焼却施設にあっては、焼却に適さない物

コ　リサイクルセンターにあっては、粉末状又は顆粒状で飛散するおそれのある物

サ　その他処理施設の機能に支障を来すおそれのある物
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この規則は、平成25年４月１日から施行する。ただし、管理者が定める日まで、第６条に規定

する持込みは可燃物焼却施設に限るものとする。

附　則（令和５年３月29日規則第４号）

この規則は、公布の日から施行する。
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